
別紙 
自動車点検等業務（福井県内）仕様書 

 
１．対象物品 
 自動車点検等一覧表（以下「点検等一覧表」という。）に定める自動車。 
 車体検査・定期点検以外の整備（消耗部品の交換、調整等をいう。以下同じ。）につ

いては、点検等一覧表に予定数量を提示するが、受注者は点検を実施した結果、予定項

目の整備が必要でないと判断される場合及び点検を実施した結果、予定項目以外の整備

が必要であると判断した場合は、契約担当官または契約担当官が指定した職員（以下「契

約担当職員」という。以下同じ。）に連絡のうえ指示を受けるものとする。 
 
２．業務内容 
（１）受注者は、点検等一覧表に定める配置場所毎に契約担当職員と協議のうえ、各車

両毎の業務履行計画を策定する。 
（２）受注者は、前項の計画並びに契約担当職員の発行する発注書（以下「発注書」と

いう。）に基づき、点検等一覧表に定める配置場所より車両を引き取り、発注書に

定める点検・検査等を実施のうえ、配置場所に返還するものとする。 
（３）点検等一覧表における点検等内容は次のとおりとする。 

ア．車検、点検とは、道路運送車両法に基づく自動車点検基準により適正な点検を行

うこと。 
 なお、ヘッドランプ焦点調整、パーキングブレーキ調整及びブレーキの分解・調

整・清掃作業（作業に使用するブレーキ洗浄剤・ブレーキグリス・ブレーキオイル

代及び交換作業工賃を含む）は、車検整備に含むものとする。 
イ．保安確認検査とは、道路運送車両法に定める継続検査のうち規定する保安基準に

適合するか否かについて、自動車検査独立法人及び軽自動車検査協会において審査

を受けること、または道路運送車両法に規定する指定自動車整備事業者における点

検並びに自動車検査員の証明を得ることをいう。 
ウ．継続検査代行とは、自動車検査証の交付に係る事務手続きの代行料金をいい、申

請に必要な継続検査申請書は受注者が自己の負担において用意するものとする。 
エ．車両陸送とは、車両配置場所庁舎から自動車分解整備事業場までの引き取り、お

よび自動車分解整備事業場から車両配置場所庁舎までの納車の作業をいう。 
なお、陸送は車両積載車で行うことを基本とするが、自走でも可能とする。 

オ．車両下回りのスチーム洗浄及び防錆処理は、下回り全体に行うものとする。 
カ．エンジンオイル交換には、オイル（部品）代金を含むものとする。 
キ．エンジンオイル及びオイルエレメント交換には、オイル（部品）及びエレメント

（部品）代金を含むものとする。 
ク．ワイパーブレードゴム交換には、ブレードゴム（部品）代金を含むものとする。 
ケ．ロングライフクーラント交換には、ロングライフクーラント液(部品)代金を含む

ものとする。 
コ．エアコンフィルター交換には、エアコンフィルター(部品)代金を含むものとする。 
サ．スパークプラグは、各車両に適合した純正品または同等な性能を持つ国産メーカ

ー品と交換する。 



シ．エアクリーナーエレメント交換には、エアクリーナーエレメント（部品）代金を

含むものとする。 
ス．各種ベルト交換（タイミングベルト除く）は、ベルト１式を交換するものとし、

各車両に適合した純正品または同等な性能を持つ国産メーカー品と交換するもの

とする。 
セ．発炎筒の交換については、使用期限が切れるものとし、保安基準に適合する製品

とする。 
ソ．車内清掃とは、車内の粉じん等ゴミの除去、ゴムマットの清掃および樹脂並びに

鉄製部分の拭き掃除の作業をいう。洗車とは、水洗い後拭き取り作業を行うものと

する。 
タ．タイヤ装着脱着（夏タイヤ→冬タイヤ、冬タイヤ→夏タイヤ）については、装着

したタイヤの空気圧調整を含むものとする。 
 ただし、車検及び点検と同時にタイヤ装着脱着を行う場合については、タイヤ装

着脱着（夏タイヤ→冬タイヤ、冬タイヤ→夏タイヤ）の料金については車検及び点

検代に含むものとする。 
チ．バッテリーは、JIS 規格又はＥＮ規格に基づき各車両に適合した純正品または同

等な性能を持つ国産メーカー品と交換する。 
ツ．その他 
・部品のうち、エンジンオイルについては、ＳＭ又はＳＮ品質（ＡＰＩ規格）のも

のとする。 
・部品のうち、ワイパーブレードゴムについては、汎用品も可とするが、純正品と

同等の規格と品質を有しているものでなければならない。 
・各種部品（油類含む。）交換作業料金には、特に定めの無い限り、使用済み部品

（油類含む。）の処分費用を含むものとする。 
・タイヤ装着脱着、エンジンオイル交換及び車内清掃の業務は、点検・検査とは別

の時期に発注できるものとし、契約担当職員の車両陸送（職員が受注者の整備工場

等へ車両を持ち込む場合）も含めて受注者に依頼できるものとする。 
（４）自動車重量税及び自賠責保険料の金額については、受注者が代行して支払うもの

とする。なお、法改正等によりその額が変更となった場合は、その時点で適用され

る金額によるものとする。 
 
３．その他 
（１）受注者は、車両の返還にあたっては、契約担当職員に点検結果を説明するととも 
  に、交換部品があった場合は、取り外した使用済み部品を提示（契約担当職員から 
  要請があった場合）する等、業務が確実に完了したことを明らかにすること。 

  その際は、整備した全ての内容を明瞭に記載した点検整備記録簿又は整備完了届 
 を提出すること。 
  なお、整備内容が多項目にわたり、点検整備記録簿への明記が困難である等の場 
 合は、整備した内容を全て記載した書面を併せて提出すること。 

（２）契約期間内において、車両の増減、入れ換え及び配置場所の変更等を行う場合が 
    ある。 
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1 福井県拠点 NZT260-3193648 DBA-NZT260 福井501て49-11 トヨタ アリオン 1.49 1,200 平成29年6月14日 令和6年6月13日 24,600 17,650 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 Q-55 7,000

2 福井県拠点 VZNY12-029508 DBF-VZNY12 福井400そ52-98 ニッサン ADバン 1.59 1,270 平成24年7月23日 令和6年7月22日 6,600 12,850 1 1 1 1 3 1 3 1 1 2 2 55B24L 10,000

3 福井県拠点 VZNY12-015314 DBF-VZNY12 福井400そ35-75 ニッサン ＡＤバン 1.59 1,270 平成23年8月24日 令和6年8月23日 8,200 12,850 1 1 1 1 3 1 3 1 2 2 55B24L 3,000

4 福井県拠点 VZNY12-015320 DBF-VZNY12 福井400そ35-76 ニッサン ＡＤバン 1.59 1,270 平成23年8月24日 令和6年8月23日 8,200 12,850 1 1 1 1 3 1 3 1 1 2 2 55B24L 7,000

5 福井県拠点 NCP55-0112018 DBE-NCP55V 福井400そ72-40 トヨタ サクシード 1.49 1,140 平成25年7月31日 令和6年7月30日 6,600 12,850 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 2 34B19R 5,000

6 福井県拠点 VZNY12-029480 DBF-VZNY12 福井400そ52-50 ニッサン ADバン 1.59 1,270 平成24年7月13日 令和6年7月12日 6,600 12,850 1 1 1 1 3 1 3 1 1 2 2 55B24L 15,000

7 福井県拠点 S331M-0006281 GBD-S331M 福井480く57-02 トヨタ ﾋﾟｸｼｽﾊﾞﾝ 0.65 950 平成26年7月4日 令和6年7月3日 6,600 17,540 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 2 26B17L 2,000

計 67,400 99,440 1 5 1 0 0 5 7 7 21 3 3 2 5 20 1 5 2 3 0 3 14 14 0

登録年月日 車検満了日

別紙

№ 配置場所 車台番号 形式 登録番号 車名
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自動車点検等一覧表（福井県拠点）

車種



名　　　　　　　称 住　　　　　　　所 電話番号 担当係

　北陸農政局福井県拠点
〒９１０－０８５９
福井県福井市日之出３－１４－１５
福井地方合同庁舎

0776-30-1611 　地方参事官室管理班

庁舎一覧表


